
 

令和４年度公共用水域の水質測定結果について 

令和５年12月12日 

環境・ゼロカーボン推進課 

 

 愛媛県環境審議会の答申を受けて策定した「令和４年度公共用水域及び地下水の水質測定計

画」に基づき調査した結果は、次のとおりでした。 

 

１ 調査期間 令和４年４月～令和５年３月 

 

２ 実施機関 愛媛県、松山市、国土交通省、独立行政法人水資源機構 

 

３ 測定項目及び調査地点 

区分 生活環境項目 健康項目 ﾀ゙ ｲｵｷｼﾝ類 要監視項目 その他 

項目数 13 27 １ 30 14 

地

点

数 

河川 72 39 ８ 24 39 

湖沼 ８ ６ １ ０ ８ 

海域 129 24 ４ ６ 24 

 

４ 調査結果の概要等 

 (１) 生活環境項目 

ア 環境基準点における環境基準の達成状況は、河川(ＢＯＤ)が83％、湖沼(ＣＯＤ)が   

100％、海域(ＣＯＤ)が79％であり、全体では82％であった。 
 

 ＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準の達成状況 

区分 
令和４年度 令和３年度 

達成率 達成水域数／調査水域数 達成率 達成水域数／調査水域数 

河川 83％ 15/18 94％ 17/18 

湖沼 100％ 5/5 100％ 5/5 

海域 79％ 26/33 64％ 21/33 

合計 82％ 46/56 77％ 43/56 

環境基準達成率の経年変化（ＢＯＤ又はＣＯＤ） 

 



 

○未達成水域の状況等 

区分 令和４年度 令和３年度 

河川 
ＡＡ類型 石手川（乙） ― 

Ａ類型 重信川（甲）、肱川水域（甲） 肱川水域（甲） 

海域 

Ａ類型 

伊予三島・土居海域、新居浜海
域（丙）、西条海域（丙）、東
予海域（丙）  

伊予三島・土居海域、新居浜海
域（丙）、西条海域（丙）、東
予海域（丙）、燧灘東部 

Ｂ類型 
東予港西条地区航路泊地（乙）、
西条海域（甲）、東予海域（甲） 

新居浜海域（乙）、東予港西条
地区航路泊地（乙）、西条海域
（甲）、東予海域（甲）、東予
海域（乙）、河原津漁港、三島・
川之江地先海域（４） 

 

  イ 大腸菌数※の環境基準の達成状況 

区分 
令和４年度 

達成率 達成地点数／調査地点数 

河川 35％ 14/40 

湖沼 100％ 4/4 

海域 100％ 51/51 

合計 73％ 69/95 

   ※令和４年度から評価対象 

 

  ウ 全亜鉛、ノニルフェノール及びLASの環境基準の達成状況 

項目 令和４年度 令和３年度 

全亜鉛 100％（４水域） 100％（４水域） 

ノニルフェノール 100％（４水域） 100％（４水域） 

LAS 100％（４水域） 100％（４水域） 

 

  エ 全窒素及び全りんの環境基準の達成状況（海域のみ） 

項目 令和４年度 令和３年度 

全窒素 100％（５水域） 100％（５水域） 

全りん 100％（５水域） 100％（５水域） 

 

 

 (２) 健康項目 
   調査を実施した69地点（河川39地点、湖沼６地点、海域24地点）全てにおいて、環境基

準を達成した（令和３年度も達成）。 
 

健康項目の調査結果概要 
                                  （単位：mg/L） 

項 目 調査結果 基 準 値 

ｶﾄ゙ ﾐｳﾑ <0.0003 0.003以下 

全ｼｱﾝ <0.1 検出されないこと 

鉛 <0.005～0.003 0.01以下 

六価ｸﾛﾑ <0.02 0.02以下 

砒素 <0.005～0.007 0.01以下 

総水銀 <0.0005 0.0005以下 



 

ｱﾙｷﾙ水銀 <0.0005 検出されないこと 

PCB <0.0005 検出されないこと 

ｼ゙ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ <0.002 0.02以下 

四塩化炭素 <0.0002 0.002以下 

1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0004 0.004以下 

1,1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.002 0.1以下 

ｼｽ-1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004 0.04以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.001 1以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0006 0.006以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 0.01以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 0.01以下 

1,3-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾍ゚ ﾝ <0.0002 0.002以下 

ﾁｳﾗﾑ <0.0006 0.006以下 

ｼﾏｼ ﾝ゙ <0.0003 0.003以下 

ﾁｵﾍ ﾝ゙ｶﾙﾌ゙  <0.002 0.02以下 

ﾍ゙ ﾝｾ゙ ﾝ <0.001 0.01以下 

ｾﾚﾝ <0.002 0.01以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 <0.02～1.8 10以下 

ふっ素 <0.1～0.74 0.8以下 

ほう素 <0.1～1.0 1以下 

1,4-ｼ゙ ｵｷｻﾝ <0.005 0.05以下 

 
 

(３) ダイオキシン類 
   調査を実施した13地点（河川８地点、湖沼１地点、海域４地点）全てにおいて、環境基

準を達成した（令和３年度も達成）。 
 

ダイオキシン類の調査結果概要                             

区分 
水 質（pg-TEQ/L） 底 質（pg-TEQ/g） 

地点数 調査結果 基準値 地点数 調査結果 基準値 

河川 ８ 0.070～0.68 

１以下 

７ 0.22～8.8 

150以下 湖沼 １ 0.077 １ 5.8 

海域 ４ 0.059～0.089 ４ 0.22～4.4 

 

 
 (４) 要監視項目 
   調査を実施した30地点（河川24地点、海域６地点）において、２地点でアンチモンが、

１地点で全マンガンが、１地点でウランが指針値を超過した（令和３年度も同様）。 
   

要監視項目指針値超過地点の調査結果概要 
                                   （単位：mg/L） 

区分 超過地点 項目 
調査結果 
(年平均値) 指針値 要因等 

河川 

加茂川水域St-７ 
アンチモン 

0.095 
0.02 

地質由来 砥部川水域St-２ 0.051 

野村ダムサイト 全マンガン 2.3 0.2 

海域 松山海域St-９ ウラン 0.0025 0.002 海水由来 



 

 

 (５) その他項目 
   内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン物質）については、調査を実施した５地点（河川１

地点、海域４地点）全てにおいて、検出されなかった（令和３年度も５地点で検出されず）。 

 

内分泌攪乱化学物質の調査結果概要 
                                （単位：μg/L） 

区分 調査地点数 4-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉー ﾙ ﾋ゙ ｽﾌｪﾉー ﾙA DDT 

河川 １ N.D. N.D. N.D. 

海域 ４ N.D. N.D. N.D. 

定量下限値 ― 0.01 0.01 0.05 

    注）N.D.：検出されず 

 



 

令和４年度地下水の水質測定結果について 

令和５年12月12日 

環境・ゼロカーボン推進課 

 

 愛媛県環境審議会の答申を受けて策定した「令和４年度公共用水域及び地下水の水質測

定計画」に基づき調査した結果は、次のとおりでした。 

 

１ 調査期間 令和４年４月～令和５年３月 

 

２ 実施機関 愛媛県、松山市、国土交通省 

 

３ 調査結果の概要等 

(１) 継続監視調査 

  ア 調査地点及び測定項目 

調査機関 地点数 環境基準項目 要監視項目 

愛媛県 46 ３※１ ― 

松山市 10 ６※２ ― 

国土交通省 ６ 28※３  21※４ 

※１ 砒素、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

※２ 1,1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 
     ※３ ｶﾄ゙ ﾐｳﾑ、全ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、砒素、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、ｼ゙ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（塩化ﾋ゙ ﾆﾙ又は塩化ﾋ゙ ﾆﾙﾓﾉﾏー ）、1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、 
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾍ゚ ﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼ゙ ﾝ、 
ﾁｵﾍ゙ ﾝｶﾙﾌ゙ 、ﾍ゙ ﾝｾ゙ ﾝ、ｾﾚﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ｼ゙ ｵｷｻﾝ 

     ※４ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾊ゚ ﾝ、ｐ-ｼ゙ ｸﾛﾛﾍ゙ ﾝｾ゙ ﾝ、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、ﾀ゙ ｲｱｼ゙ ﾉﾝ、ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ、ｲｿﾌ゚ ﾛﾁｵﾗﾝ、ｵｷｼﾝ銅、 
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ、ﾌ゚ ﾛﾋ゚ ｻ゙ ﾐﾄ゙ 、EPN、ｼ゙ ｸﾛﾙﾎ゙ ｽ、ﾌｪﾉﾌ゙ ｶﾙﾌ゙ 、ｲﾌ゚ ﾛﾍ゙ ﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、 
ﾌﾀﾙ酸ｼ゙ ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ、ﾆｯｹﾙ、ﾓﾘﾌ゙ ﾃ゙ ﾝ、ｱﾝﾁﾓﾝ 

 

  イ 調査結果（基準超過地点） 

環境基準項目については、調査を実施した62地点において、テトラクロロエチレンが

１地点、砒素が１地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が９地点で、基準を超過した。 

（令和３年度は、テトラクロロエチレンが１地点、砒素が１地点、硝酸性窒素及び亜

硝酸性窒素が11地点で超過） 

  要監視項目については、調査を実施した６地点において、指針値の超過はなかった。 
 

・テトラクロロエチレン 

（単位：mg/L） 

調査機関 調査地点 令和４年度 令和３年度 環境基準 

松山市 松山市生石町 0.019 0.024 0.01 以下 

 

・砒素 

（単位：mg/L） 

調査機関 調査地点 令和４年度 令和３年度 環境基準 

愛媛県 宇和島市伊吹町 0.014 0.012 0.01 以下 



 

・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

    （単位：mg/L） 

調査機関 調査地点 原因 
調査結果 

環境基準 
令和４年度 令和３年度 

愛媛県 

今治市伯方町叶浦 施肥 19 20 

10 以下 

今治市上浦町井口 施肥 12 14 

今治市宮窪町友浦 施肥 14 9.6 

八幡浜市保内町川之石 施肥 11 11 

越智郡上島町生名 施肥 22 21 

伊予郡砥部町川井 施肥 18 18 

西宇和郡伊方町二見 施肥 15 13 

松山市 
松山市吉藤４丁目 施肥、生活排水 20 21 

松山市由良町 施肥、生活排水 14 13 

 
(２) 概況調査 

  ア 調査地点及び測定項目 

調査機関 地点数 環境基準項目 要監視項目 

愛媛県 10  ７※ ― 

松山市 ９ 28 25 

※   砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名：塩化ﾋ゙ ﾆﾙ又は塩化ﾋ゙ ﾆﾙﾓﾉﾏー ）、
1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,4-ｼ゙ ｵｷｻﾝ 

   

イ 調査結果（基準超過地点） 

環境基準項目については、調査を実施した19地点において、硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素が１地点（松山市由良町）で基準を超過した。 

（令和３年度は、調査を実施した19地点において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が１

地点（松山市吉藤４丁目）で超過） 

要監視項目については、調査を実施した１地点において、全マンガンが指針値を超過した。 

 

  ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

                                （単位：mg/L） 

調査機関 調査地点 令和４年度 環境基準 

松山市 松山市由良町 14 10 以下 

 

(３) ダイオキシン類調査 

  ア 調査地点 

                              （単位：pg-TEQ/L） 

調査機関 調査地点 令和４年度 環境基準 

松山市 松山市和気町１丁目 0.058 １ 以下 

 
イ 調査結果 

調査を実施した１地点において、環境基準を達成した。（令和３年度も調査を実施し
た１地点で達成） 


